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第４章 計画の基本理念・施策の体系 

 

 本計画に基本理念・基本目標に向けて、本町が取り組むことを次のとおりとします。 

 

 

 

 

  

子どもから高齢者まで、 

すべての人が健康的で生きがいを持ち、 

安心して暮らせる地域社会の実現 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 町民一人ひとりが、地域との関わりを大切にする福祉のまち 

 

■ 町民一人ひとりが、お互いを尊重し、ともに助け合い福祉活動に参加するまち 

 

■ 町民一人ひとりが、自分にあった福祉サービスを受けられるまち 

 

■ 誰もが、安心して暮らすことのできるまち 

 

 

 

 

 

計画の基本理念 

計画の基本目標 
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４ 安全で安心なまち 

づくりの推進 

①ユニバーサルデザインの推進 

 
②防災対策の充実 

 

３ 福祉サービスの 

適切な利用 

①相談支援体制の充実 

 
②情報提供体制の充実 

 
③人権擁護の確立 

 

２ 地域福祉活動に 

    取り組む人づくり 

①地域福祉を担う人材育成・確保 

 
②福祉教育の充実 

 
③ボランティア活動の推進 

１ 地域の交流・支え

合いの活性化 

①地域における見守り体制の充実 

②多様な交流活動の推進 

地域福祉計画の体系 


